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平成３１年（ワ）第３４６５号 国家賠償請求事件 

原告 大江千束 ほか８名 

被告 国  

 

証 拠 説 明 書 １５（甲 A 号証） 

 

                  ２０２２（令和４）年４月２５日 

 

東京地方裁判所民事第１６部乙合議Ｂ係 御中  

 

              原告ら訴訟代理人 

弁護士  上 杉 祟 子 

同    寺 原 真希子 

ほか 

 

号証 

（甲Ａ） 

標 目 

（原本・写しの

別） 

作 成 

年月日 作成者 立 証 趣 旨 

４４４ 意見書 写 2022・4・20 風間孝 

赤枝香奈子 

河口和也 

（甲A２１７号証意見書を提出した風間氏

及び赤枝氏、社会学研究者である河口和也

氏が、上記意見書と同様の社会学的見地か

ら、札幌地方裁判所判決の評価すべき点と

問題点等を論じた意見書）。 

 

・同性愛が精神疾患とされる以前から、男
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色ないし同性愛に対する否定的評価が存

在した事実（４頁）。 

・札幌判決が述べる婚姻の目的・本質に関

する法解釈は、婚姻をめぐる社会状況やそ

の変化の事実に合致していること（８頁）。 

・性的マイノリティを規範から外れている

とみなす社会では、当事者が自らに向けら

れた偏見を正すために声をあげ、民主主義

のプロセスをとおして差別を解消するこ

とが困難であり、司法の役割が重要である

こと（１２頁～１５頁）。 

・札幌判決が、裁判所として、同性愛者の

カップルが法的利益を享受するにあたっ

て、圧倒的多数派である異性愛者の理解を

条件としないとしたことは、社会学者とし

て評価できること（１２頁～１５頁）。 

・同性間の婚姻が認められていないのは、

同性愛が精神疾患とされたことだけによ

るものではなく、そのような知見が同性愛

を劣った存在とする社会の意識を強化し

支えたことにあると考えられること。同性

愛者等に対する差別・偏見の解消は同性愛

等の脱精神疾患化だけでは実現されず、同

性婚を法制化することが大きな意味があ

ること（２１頁）。 

・異性間では、戦後、結婚が法律婚と同一
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視されていったが、同性カップルはそこか

らも除外され同性婚の保障が必然である

こと（２４頁） 

・婚姻を法律上同性の者に限る現行法はさ

まざまな性的少数者を排除・抑圧している

こと（２９頁）。 

・日本でも、同性婚法制化の必要性を示す

社会の変化が１９９０年代から生じてい

たこと（第４節） 

 


